
令和８年５月発行

第一整備地区

第７３号
相模原都市計画事業 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業

まちづくりだより

【応募方法】

・同封の委員応募申込書に必要事項を記入の上、
麻溝台・新磯野区画整理事務所まで持参、郵送、
ＦＡＸで御提出いただくか、
右の電子申込フォームから御提出ください。

※ https://logoform.jp/form/oWjU/1521449
↑こちらのＵＲＬからもお申込みできます

【応募締切】令和８年６月１２日（金）（必着）
※応募者が募集人数を超える場合は、抽選により選出します。

（抽選は追加募集に係る応募のみを対象として行います。）

企業選定審査委員を追加募集します

前号（第７２号）でお知らせしました、生活支援系共同売却・賃貸街区（１２・１３街区）の
進出企業の募集及び選定に向けた企業選定審査委員会の委員（公募委員）の募集について、応募
者が募集人数に満たなかったことから、追加募集を行います。

追加募集の結果、なお応募者が募集人数に満たない場合、再度の追加募集は行わず、定数に満
たない委員数で企業選定審査委員会を組織します。

企業誘致に当たって、地権者の皆様の立場に応じた御意見を反映するため、積極的な応募をぜ
ひよろしくお願いいたします。

≪電子申込フォーム≫
スマートフォンやタブレットで
ＱＲコードを読みとってください

【公募枠１】追加募集人数（２人）※定数２人

生活支援系共同売却・賃貸街区（１２区）の仮換地指
定者のうち、共同売却予定者

【公募枠２】追加募集人数（１人）※定数２人

生活支援系共同売却・賃貸街区（１２区）の仮換地指
定者のうち、共同賃貸予定者

【公募枠３】追加募集人数（１人）※定数３人

自己利用街区（１２・１９・４３街区以外）への
仮換地指定者

生活支援系共同売却・賃貸街区
（１２・１３街区）

※１３街区は全て保留地です。

【追加募集人数】

※裏面もご覧ください。

発行 相模原市 都市建設局 麻溝台・新磯野区画整理事務所
〒252-5277 中央区中央2-11-15 相模原市役所第1別館3階
TEL ：042-769-9254 （事業計画・換地・補償に関すること）
TEL ：042-707-7184 （現場管理に関すること）
FAX ：042-754-8490

★募集の詳細については、同封の「委員公募のお知らせ【追加募集】」を必ずご確認ください。

https://logoform.jp/form/oWjU/1521449


電柱等の宅地内建柱へのご協力について

電力・通信等を供給するために必要な電柱等は、道路の安全性、災害時の緊急車両の通行及び
活動への障害の排除等のため、原則として宅地内の建柱のご協力をお願いしています。

道路上の電柱を減らすことで、通行空間の確保や見通しの向上など、安全で利用しやすい道路
空間の形成につながります。

設置位置につきましては、土地利用への影響に配慮しながら、電力会社・通信事業者と調整の
うえ個別にご相談させていただきます。今後、対象となる権利者の皆様へ順次ご説明に伺う予定
ですので、本事業へのご理解とご協力をお願いいたします。

【電柱設置位置の考え方】
• 原則電線は宅地上空を通過しないよう配置
• 電線と建築物等との離隔や地上高を確保することに留意
• 電線事業者が地区全体のバランスとルートの設計を行い、配置を計画
• 電柱間隔は、電線等の重さ、電線の張力と強度、風圧、振動等を考慮し、

概ね30m以下として設定

道路上に電柱がある場合 宅地内に建柱した場合

～道路上の電柱と宅地内建柱の比較～

• 歩行スペースが狭くなる
• ベビーカーや車いすの通行に支障
• 見通しが悪くなる

• 歩行スペースが広くなり、安全で快適に通
行できる

• 見通しがよくなる

以後

相模原市開発事業基準条例における
住民説明及び開発事業者への情報提供に関する確認について

本市では、一定規模以上の建築事業について周辺環境へ与える影響を考慮し、開発事業基準条例
（以下「条例」という）の対象としています。

条例に該当する場合、事業標識を設置し周囲への周知を行うとともに、近隣（開発規模に応じた
範囲）にお住いの住民の皆様への説明を行うことになります。

麻溝台・新磯野第一整備地区における仮換地図は公表していないことから、麻溝台・新磯野区画
整理事務所から説明の対象となる地権者様に、開発事業者への連絡先等の情報提供の可否について
確認のご連絡をさせていただきますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
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※開発事業基準条
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ついては、市ホーム
ページ（ページ番号
1004722）又は開
発調整課へお問い合
わせください。
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